
令和８年度ボランティアグループ活動助成金交付要項 

社会福祉法人 京丹後市社会福祉協議会  

１．目的 

京丹後市社会福祉協議会（以下「本会」という。）ボランティア基金運営要綱に基づき、

基金の運用益を活用し、市内における福祉活動の推進を図るボランティアグループの活

動に対し、必要な資金の助成を行います。 

 

２．助成対象 

本会ボランティアセンターに登録するグループのうち、ボランティア活動を主目的と

するグループとします。 

※現在、他の民間助成を申請中のグループについては「民間助成を受けられなかっ

た場合に助成対象とする」という条件を付して審査を行います。 

※民間助成や本会が行う他の事業からの助成を受けても、申請内容（対象となる活

動）が違う場合は対象とします。 

 

３．対象となる活動 

  当該年度の４月１日から翌年３月３１日までの期間に実施される下記の活動に対し

て助成します。 

（１）ボランティアグループが自主的に行う地域福祉を推進するためのボランティア活動 

※「居場所づくり」の取り組みについては本会「ふれあいの居場所づくり助成」

を優先とし、本助成の対象外とします。 

（２）ボランティア活動に必要なスキルアップ（技術向上）のための活動 

    ※外部研修だけでなくグループ内の勉強会も対象とします。 

 

４．助成金額 

１グループにつき、①自主的ボランティア活動助成上限４０，０００円、②スキルア

ップ活動助成上限２０，０００円、①と②を合算して４０，０００円を上限として助成

します。 

ただし、ボランティア基金委員会において本会ボランティア基金会計の予算の範囲内

で申請内容を審査して決定します。 

 

 

 

 

 



５．助成金の使途 

（１）対象経費 

助成対象となる活動に直接必要な経費のうち、消耗品費、通信運搬費、賃借料、謝金、

行事保険料等とします。ただし、友愛訪問時のプレゼントや行事開催時の景品等の単価

は税込５００円以下とします。 

 

（２）対象とならない経費 

①ボランティアグループの経常的な運営経費 

②申請のあった活動に直接関係のない経費 

③飲食経費（グループ会員においては原材料費を含む） 

④研修に関わる交通費以外の交通費 

⑤ボランティア保険料（個人負担分） 

⑥グループ会員への講師謝金及び物品借上げ料 

⑦単価税込１０，０００円以上の備品の全額または一部を賄う経費 

⑧合計税込２０，０００円以上の備品の全額または一部を賄う経費 

⑨グループ会員宅を利用した場合の借料（電気代、冷暖房代等） 

⑩他団体への助成 

 

６．助成申請と実績報告 

この助成金の申請は別に定める申請書〔様式４〕により、令和８年５月１１日までに

本会会長に提出してください。 

また、この助成対象となる活動を完了したときは、令和９年３月３１日までに別に定

める報告書に活動内容がわかる資料・写真・レシート（内訳のわかるもの、領収書可）

の原本を添付し本会会長へ提出してください。 

 

７．助成の条件 

この助成金の交付については、次の条件を付加します。 

（１）この助成金は、助成対象となる活動の経費以外に使用できません。 

（２）助成金の繰越しはできません。年度内に使い切りとします。 

（３）助成金を活用し購入した備品については、グループ解散後においても個人の所有

とならないよう、その後の活用方法について本会へ相談してください。 

（４）申請した活動の内容を変更する場合は、速やかに別に定める変更交付申請書によ

り本会会長の承認を受けてください。 

（５）年度内に計画した活動を中止又は廃止する場合は、速やかに本会会長に報告して

ください。その場合、本会会長は助成金の全額又は一部の返還を命ずることがあ

ります。 




